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参考１

• 区画街路第４号線沿道に面する敷地の

建替え前と建替え後の延べ面積を比較

すると、 大で約26％増加すると推

計され、土地の有効活用や人口流入を

図ることが考えられます。

※1 延べ面積は図上計測して算出した。また、C地区東側は交通広場に含まれ
るため、現状の建物棟数・延べ面積に当該部分は含んでいない。

※2 建替え後の延べ面積は、指定容積率を全て消化した場合の数字である。

参考：平成23年度区部土地利用現況調査／東京都

表 現状（建替え前）と建替え後における
延べ面積の推移



• 幅員6m以上の道路はバス通り等の限られた路線のみとなっています。

• 特に沼袋2・３・４丁目には、4ｍ未満の道路が多く見られます。

• ６m未満の道路が多いため、消防活動が困難な状況となっています。

• 区画街路第4号線に避難路や延焼遮

断帯の機能を確保するには、区画街

路第4号線沿道の不燃化率の目標は

概ね70％以上が望ましいとされて

います。

• しかし、区画街路第4号線整備後の

30mの区域における不燃化率をみる

と、全体で約55％となっています。

• 区画街路第4号線の東西の住宅地で

は、木造の住宅が多く、火災時にお

ける延焼の危険性があります。

出典：土地利用現況調査（平成23年）／東京都



• 消防活動が可能な区域は、災害時において、消防車等の緊急車両が通
行できる幅員6ｍ以上の道路から、概ね140ｍ以内のエリアとされて
います。

• 地区には６ｍ以上かつ連続した道路が少ないため、消防活動が困難な
区域が存在しています。このような区域では、消防活動に支障をきた
し、火災延焼が広がるおそれがあります。

※道路幅員は図上計測によるものである。

• 建物倒壊危険度：建物倒壊の危険性
• 火災危険度：火災の発生による延焼の危険性
• 総合危険度：建物倒壊や延焼の危険性
• 災害時活動困難度を考慮した危険度：災害時の避難や消火・救助等の活動のしやすさ（困難さ）を考慮した危険性
出典：「地震に関する地域危険度測定調査報告書(第7回)」(平成25年9月）／東京都



• 延焼遮断帯は、地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する機能を果たす道路、河川、
鉄道、公園等の都市施設及びこれらと近接する耐火建築物等により構成される帯状
の不燃空間のことで、震災時の避難経路、救援活動時の輸送ネットワークなどの機
能も担います。

• 東京都全体の延焼遮断帯の形成率は、66％（平成26年時点）

• 都市計画道路の整備に合わせた都市防災不燃化促進事業による沿道建築物の不燃化
の促進などにより、円滑な延焼遮断帯の形成を進めます。

• 高度な防災都市の実現に向けて、延焼遮断帯の形成や木造住宅密集地域などにおけ
る防災性の更なる向上を図るとともに、地域の特性に合わせた良質な市街地の形成
を図り、安全で住み続けたくなるまちづくりを進めていく必要があります。

• 広域的な都市構造から見て、骨格的な防災軸の形成を図
るべき路線
→ 主要な幹線道路や荒川などの川幅が大きな河川

• 骨格防災軸に囲まれた区域内で、特に整備の重要度が高
いと考えられえるもの
→ 幹線道路（骨格防災軸間を二分する骨格幹線道路）

• 上記以外で、防災生活圏を構成する延焼遮断帯
→ 上記以外の道路、河川、鉄道等

出典：防災都市づくり推進計画（平成28年3月改定）／東京都


